
 

LGBT 理解増進法の施行 

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの
多様性に関する国民の理解の増進に関する法
律」が、令和 5（2023）年 6 月 23 日に公布され、
同日施行されました。 

この法律は、全ての国民が、その性的指向又
はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等
しく基本的人権を享有するかけがえのない個人
として尊重されるものであるとの理念に基づいて
制定されました。 

パートナーシップ宣誓制度の趣旨 

宣誓制度をスタートしました。 
この制度は、性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）当事

者の関係を認めることで、その悩みや生きづら
さの軽減につなげるとともに、お互いの人権を
尊重し合い、共に生きることのできる社会の実
現を目指しています。 

パートナーシップ宣誓制度

についての詳細はこちら 

レインボーフラッグ（6 色の
虹）は、LGBT をはじめとし
た、さまざまなセクシュアリ
ティの尊厳と社会運動を象徴
する旗です。LGBT の象徴で
あるレインボーフラッグに合
わせた6色にライトアップし
ています。 

「ストーンウォール・イン事件

（アメリカ・1969 年 6 月）」

を端に発する、セクシュアルマ

イノリティの人権を守る運動月

間のことです。 多くの国と地域

ではこの事件が起こった 6 月ご

ろ、パレードやイベントが次々

と開催されるので「プライド月

間」「プライドマンス」と呼ばれ

ています。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

    問合せ先：佐野市市民生活部人権・男女共同参画課   

栃木県佐野市田沼町９７４番地３ 田沼行政センター 2 階  

ＴＥＬ 0283-61-1140 ＦＡＸ 0283-61-1142  

Ｅメール jinkendanjyo@city.sano.lg.jp 

６.９(火)～６.２２(月) １７時から２２時まで（土・日も実施） 

6 月は LGBT 啓発の「プライド月間」です。 

性的マイノリティ（LGBT）の方の悩みや生きづらさに対する

理解を深め、多様性を認め合い個性を尊重する豊かな社

会の実現を目指す趣旨で取り組んでいます。 

この機会に美しい景観をご覧いただき、多様性や人権に

ついて考えるきっかけにしていただけると幸いです。 

 

実施場所：佐野市役所５階 連絡通路 

プライド月間とは？ 
どうしてレインボーなの？ 

レインボーフラッグ 


